
 

 

 

 

会検指摘による交付金返還問題で 
岩手県学童保育連絡協議会と滝沢市学童保育連絡協議会は、滝沢市が会計検査院の指摘により、滝沢市の学童保育クラ

ブに交付金の返金を求めている問題で、１月２５日、「会計検査院の指摘に係る緊急要望書」を武田哲滝沢市長に提出しま

した。要望書は県連協、滝沢市連協のほか、市連協の未加盟クラブも含めて市内１３クラブが連名で提出。県連協から阿

部勝会長、嘉村祐之事務局員が出席。滝沢市連協からは高階愛美副会長、水本真美事務局長、主濱由希子事務局次長が出

席しました。市からは武田哲市長のほか、丹野宗浩健康福祉部長、田村真弓児童福祉課長が対応しました。【要望書の写

しは裏面に掲載】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿部県連協会長は、「放課後児童クラブ運営指針では、支

援員は、会議の開催や記録の作成、情報交換、事例検討な

ど相互に協力して自己研鑽に励むこと、研修等を通じて必

要な知識、及び技能の習得、維持及び向上に努めることが

記述されており、滝沢市の支援員もその内容のとおり、子

どもと接する時間帯だけではなく、午前中から出勤して、

会議、保育の準備、学校との打合せ、研修などを行なって

いる。また、多くのクラブでは、支援員が勤務する時間帯

と、開所時間を同じものとして考え、運営規程でも、『勤務

時間＝開所時間』として定めている事例が多い。市の指摘

は、こうした状況を整理していない内容と思う。少なくと

も子どもがいる時間帯については複数配置を行っていたの

ではないか。開所時間について行政と受託者が事前に調整

していれば、今回のような問題は起こらなかった」と述べ

た上で、「保護者会運営のクラブはどこでも厳しい状況の中

で、なんとかやりくりしているので、交付金の返還が発生

しないようお願いする」と要望しました。 

武田市長は「滝沢市の学童保育は保護者会が主体で運営

している。要望の内容は現在庁内で検討している」としな

がらも、交付金の返還問題については「前向きに検討した

い」と応じました。 

滝沢市は２月３日に「運営基準に係る説明会」の開催を

予定しており、その中で何らかの説明があるものとみられ

ます。

（左から）武田哲滝沢市長に要望書を手渡す高階市連協副会長、 

阿部県連協会長、水本市連協事務局長、主濱同事務局次長 

 

【会計検査院の指摘による交付金返還 

問題】 滝沢市が会計検査院からの指摘を

受け、開所要件に係る臨時説明会を開催し

た際に、「開所時間内で常時複数配置を満

たしていない場合は、交付金の対象となら

ない。土曜日開設に複数配置していなかっ

た日を精査し、平成２８年度にさかのぼって

交付金を返還しなければならない」と説明。

これに対しクラブ側が、平日の取扱いを確

認したところ、「平日も同様で、運営規程に

定めた開所時間は常時複数配置が条件で

あり、登所前の時間であっても会議や学校

との連絡、研修等で一人配置の時間があっ

た場合は、交付金の対象外」と説明された

ために、要望書の提出に至ったもの。 
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